


午前１０時から午後４時まで（１日につき、６時間まで）

産後ケア事業は、出産後の心身の不調や育児に不安があるお母さんが助産院でケ
アを受け、心身の不調の回復や育児の不安を解消するための事業です。

ケア内容

◆対象者

●お母さんのケア 健康管理、乳房ケア、授乳指導、栄養指導

●赤ちゃんのケア 体重測定、健康管理、沐浴

※赤ちゃんだけをお預かりすることはできません。

●育児方法や生活についての相談

檜原村に住民登録がある方
出産後７か月以内のお母さんと赤ちゃんでケアやサポートを必要とする方

◆実施場所

まるやま助産院（あきる野市戸倉１１７０）

※注意事項
次の項目に該当する方は、ご利用いただけませんのでご注意ください。
●利用開始日に村に住民登録がない方
●医療行為が必要な方や、感染症の疑いがある方

◆利用期間

出産した日から７か月以内

◆利用時間



1日 2,500円
利用料金は、5日までは無料でご利用いただけます。

利用相談・申請が必要となります。利用相談は保健師が行います。
不在のことがありますので、事前にお電話をいただくとスムーズです。

●必要なもの 母子手帳、本人確認書類（免許証やマイナンバーカード等）

産後ケアの利用にあたって、利用料金（利用者負担）があります。

次のいずれかに該当する方は利用料金が免除されます。
●生活保護受給世帯
●市町村住民税非課税世帯
●中国残留邦人

利用料金の減免について

※多胎の場合は1人につき2,500円の追加料金があります。
※利用料金は、利用した施設に直接お支払いいただきます。

◆利用料金

◆利用までの流れ

受付時間●月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時

申請書に必要事項記載の上、子育て支援係窓口で申請
申請後、保健師と面談します。
利用決定通知・利用案内をお送りします。
利用開始
※キャンセルについては、利用日の３日前までにご連絡ください。
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T E L 042-598-3122

（やすらぎの里 けんこう館２階）


